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1月24日、今冬一番の冷え込み

と強風の中、恒例の淀屋橋宣伝。

昼休み休憩で混雑する歩道を行き

交う人々に、「最低保障年金制度

確立を！」「若い人も高齢者も安

心できる年金制度を！」と声をか

けチラシを配りました。

今回より、裁判所が「テロ対策」

と称して空港並みの身体チェック

を導入、入廷するのに３０分ほど

余計に時間がかかりました。裁判

の公開原則に反するものです。

第10回裁判では、中田三和子

さん(東住吉支部)が、「突然夫を

亡くし、独り立ちできない病気の

息子を抱え、これからのことを思

うと不安でいっぱい。この思いを

裁判官にわかっていただきたい」

と力強く陳述しました。

会場をグリーン会館に移した報

告集会には満席の130人以上が参

加。

喜田弁護士から「多くの原告が

入廷し、急遽、裁判所事務局が法

廷内に椅子を持ち込み、中田さん

（意見陳述者）の周りを固める体

制となり、中田さんも心強かった

し、裁判官にはかなりのプレッシャー

だったと思う。パワフルな意見陳

述でした。これからも多くの原告・

傍聴者が詰めかけていただいたら、

同様の事態になり、いっそう裁判

官へのプレッシャーになると思い

ます」。

国の反論書についても、原告側

との争点をわかりやすく説明しま

した(2面)。

報告集会には吹田市非常勤職員

の雇止め撤回を求めて提訴してい

る「対策委員会」、国民救援会

からそれぞれ訴えと激励のあいさ

つがありました。

第11回年金裁判

■2019年4月25日(水) 午後３時０0分～

■大阪地方裁判所 202号法廷

2018年1月24日 第10回年金裁判
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テロ対策名目に身体チェック

意見陳述者の中田三和子さんが
裁判前集会で決意を表明

報告集会に1３0人以上参加



（２） 「支援する会ニュース」 2018年1月29日

法廷内外の闘いをいっそう拡げよう!

今回は、前回の私たちの主張に

対する国側の反論でした。

前回私たちは、「『社会権規約』

に対する国際的な対応は、漸進的

に達成しなければならないという

状況」になっている。ベルギーに

おける違憲裁判では、「『社会権

規約』を法律に反映させよ」

「『社会権規約』は法的拘束を帯

びる」という判決が出たと主張し

ました。

日本においても昨年、大阪高裁

の生存権裁判では不十分ながら

「『社会権規約』の主旨・目的等

を考慮しなければならない」との

判決が出ています。

しかし、国側は「『社会権規約』

は政治的努力目標にすぎない」と

主張しています。

私たちは、「『社会権規約』は

国を拘束するもの」という主張を

してきましたが、次回（４月２５

日１５時～）からは、意見書にポ

ルトガルの「年金削減違憲判決」

を適用し、「社会権規約」への

対応は国際的スタンダードになっ

ているという事実で争います。

この年金裁判の前提事実としての

「社会権規約」を裁判官に意識さ

せ、判決に反映させるようにした

いと考えています。

その後、「吹

田市非常勤職員

雇止め事件対策

委員会」の丹羽

博子さんから、

上告受理と公正

な審理を求める

訴 え が あ り 、

「人間の尊厳を

取り戻す闘いを

ともに広げましょ

う」と参加者を

激励。また、国

民救援会の伊賀

カズミさんからは、「当事者の止

むに止まれぬ思いや、こんな事態

は許されないという率直な怒りの

声が、陳述として傍聴した人たち

に伝わっていき、法廷外に広く伝

播していき、新たな支援を広げる

のです」との激励を受けました。

日時 ２月１０日（土）

午後１時～４時

会場 東成区民センター

★年金者組合の存在と年金裁

判を拡げる大きなチャンスで

す。多くの組合員や家族・市

民に参加を拡げましょう。

２０１８年金フェスタ

これまで原

告でありなが

ら１回も傍聴

にも来ていな

かったので肩

身の狭い思い

をしていまし

たが、今回周りを原告の人た

ちが固めてくれたので心強く

感じました。お陰で裁判官の

表情をしっかりと見据えなが

ら話すことできました。

ある組合員さんが「年金も

少ないし、生活も苦しいので、

組合をやめたい」と相談があっ

たとき、「いま私たちは、そ

の年金の減額は憲法違反やと

いう裁判をしている。今度私

が裁判所で裁判官に直接訴え

（意見陳述）に行く」と話す

と、その人は驚きながらも

「それならこの組合に入って

いて良かった」と感謝されま

私たちの主張に対し国側が反論

「『社会権規約』は政治的努力目標にすぎない」

「裁判官の表情をしっかり

見ながら陳述しました」
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